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平成14年 第４回 12月（定例）中 間 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                           平成14年12月５日（木曜日） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議事日程（第１号） 

                       平成14年12月５日  午前10時00分開会 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 同意第３号 公平委員会の委員の選任について 

（日程第２ 提案理由説明・質疑・討論・採決） 

 日程第 ３ 第４８号議案 平成１４年度中間市一般会計補正予算（第２号） 

 日程第 ４ 第４９号議案 平成１４年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算

（第３号） 

 日程第 ５ 第５０号議案 平成１４年度中間市公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号） 

 日程第 ６ 第５１号議案 平成１４年度中間市老人保健特別会計補正予算（第１号） 

 日程第 ７ 第５２号議案 平成１４年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第

２号） 

（日程第３～第７ 提案理由説明） 

 日程第 ８ 第５３号議案 中間市出張所設置条例及び中間市児童遊園設置条例の一部

を改正する条例 

 日程第 ９ 第５４号議案 中間市職員定数条例の一部を改正する条例 

 日程第１０ 第５５号議案 公益法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正

する条例 

 日程第１１ 第５７号議案 中間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 日程第１２ 第５８号議案 中間市働く婦人の家設置及び管理に関する条例及び中間市

中央公民館条例の一部を改正する条例 

 日程第１３ 第５９号議案 中間市火災予防条例の一部を改正する条例 

 日程第１４ 第６０号議案 中間市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

（日程第８～第１４ 提案理由説明） 

 日程第１５ 第５６号議案 中間市国民年金印紙売りさばき基金条例を廃止する条例 

（日程第１５ 提案理由説明） 

 日程第１６ 第６１号議案 中間市男女共同参画プラン策定委員会設置条例 

（日程第１６ 提案理由説明）  
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 日程第１７ 第６２号議案 福岡県自治振興組合を組織する市町村数の増減について 

 日程第１８ 第６３号議案 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する市町

村数の増減について 

 日程第１９ 第６４号議案 福岡県市町村災害共済基金組合を組織する市町村数の増減

について 

（日程第１７～第１９ 提案理由説明） 

 日程第２０ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

出席議員（22名） 

１番 岩崎 三次君       ２番 中家多恵子君 

３番 井上 久雄君       ４番 植本 種實君 

５番 山本 慎悟君       ６番 野村 重利君 

７番 山本 貴雅君       ８番 宮下  寛君 

９番 青木 孝子君      １０番 久好 勝利君 

１１番 佐々木正義君      １２番 堀田 英雄君  

１３番 福田 一則君      １４番 山之内 智君  

１５番 香川  実君      １６番 古野 嘉久君  

１７番 岩崎  悟君      １９番 上村 武郎君  

２０番             ２１番 片岡 誠二君  

２２番 米満 一彦君      ２３番 穴井光午郎君  

２４番 杉原 茂雄君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

１８番 須本 武雄君                  

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ・・・・・・ 大島 忠義君   助役 ・・・・・・ 松下 俊男君 

収入役 ・・・・・ 藤井 紅三君   教育長 ・・・・・ 船津 春美君 

総務部長 ・・・・ 上田 献治君   市民経済部長 ・・ 貞末 伸作君 

民生部長 ・・・・ 勝原 直輝君   教育部長 ・・・・ 工藤 輝久君 
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建設部長 ・・・・ 中木  陞君   水道局長 ・・・・ 小南 哲雄君 

市立病院事務長 ・ 田中 茂徳君   消防長 ・・・・・ 中村 忠雄君 

合併問題対策室長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 村田 育男君 

秘書課長 ・・・・ 白尾 啓介君   企画課長 ・・・・ 行徳 幸弘君 

総務課長 ・・・・ 鳥井 政昭君   財政課長 ・・・・ 牧野 修二君 

市民課長 ・・・・ 井上 敏幸君   健康増進課長 ・・ 柴田 芳夫君 

介護保険課長 ・・ 是永 勝敏君   下水道課長 ・・・ 須澤 広則君 

中央公民館長 ・・ 西脇末次郎君   営業課長 ・・・・ 原田 慶雄君 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 岡部 数敏君       次長 渡辺 恭男君 

書記 赤木 良一君       書記 末廣  誠君 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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午前10時00分開会 

○議長（岩崎 三次君）   

 おはようございます。ただいままでの出席議員は２２名で定足数に達しております。こ

れより平成１４年第４回中間市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 この際、日程に入ります前に諸般の報告を行います。 

 報告事項は、お手元に配付してあるとおりであります。朗読は省略したいと思いますの

で、ご了承をお願いいたします。 

 なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日程第１．会期の決定 

○議長（岩崎 三次君）   

 これより日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、お手元の会期日程のとおり、本日から１２月

２０日までの１６日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（岩崎 三次君）   

 ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は１６日間と決しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日程第２．同意第３号 

○議長（岩崎 三次君）   

 次に、日程第２、同意第３号を議題とし、市長から提案理由の説明を求めます。大島市

長。 

○市長（大島 忠義君）   

 おはようございます。同意案第３号公平委員会の委員の選任について、提案理由を申し

上げます。 

 本市の公平委員であります江崎保氏の任期が平成１５年１月１８日で満了いたします。 

 つきましては、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務処理に理解が

あり、かつ人事行政にすぐれた識見を有しておられます村井勝義氏を選任いたしたく、地

方公務員法第９条第２項の規定により、市議会の同意を求めるものであります。 

 よろしく同意のほど、お願いを申し上げます。 

○議長（岩崎 三次君）   

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩崎 三次君）   
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 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております同意第３号は、委員会の付託を省略

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（岩崎 三次君）   

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩崎 三次君）   

 討論なしと認めます。 

 これより同意第３号公平委員会の委員の選任についてを採決いたします。 

 この採決は、無記名投票をもって行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○議長（岩崎 三次君）   

 ただいまの出席議員は２１人であります。 

 投票用紙を配付させます。 

（投票用紙配付） 

○議長（岩崎 三次君）   

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩崎 三次君）   

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

（投票箱点検） 

○議長（岩崎 三次君）   

 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。本件について同意することに賛成の諸君は「賛成」と、また、

反対の諸君は「反対」と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 

 なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投

票は、会議規則第７０条第２項の規定により、否とみなします。 

 点呼を命じます。 

（事務局長点呼・議員投票） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ２番  中家多恵子議員      ３番  井上 久雄議員 
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 ４番  植本 種實議員      ５番  山本 慎悟議員 

 ６番  野村 重利議員      ７番  山本 貴雅議員 

 ８番  宮下  寛議員      ９番  青木 孝子議員 

１０番  久好 勝利議員     １１番  佐々木正義議員 

１２番  堀田 英雄議員     １３番  福田 一則議員 

１４番  山之内 智議員     １５番  香川  実議員 

１６番  古野 嘉久議員     １７番  岩崎  悟議員 

１９番  上村 武郎議員     ２１番  片岡 誠二議員 

２２番  米満 一彦議員     ２３番  穴井光午郎議員 

２４番  杉原 茂雄議員                  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長（岩崎 三次君）   

 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（岩崎 三次君）   

 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○議長（岩崎 三次君）   

 開票を行います。会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に井上久雄君及び穴井

光午郎君を指名いたします。よって、両君の立ち会いを願います。 

（開票） 

○議長（岩崎 三次君）   

 投票の結果を報告いたします。 

 投票総数２１票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち、賛成

１９票、反対２票、以上のとおり賛成多数であります。よって、同意第３号については、

これを同意することに決しました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前10時12分休憩 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

午前10時14分再開 

○議長（岩崎 三次君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日程第３．第４８号議案 
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日程第４．第４９号議案 

日程第５．第５０号議案 

日程第６．第５１号議案 

日程第７．第５２号議案 

○議長（岩崎 三次君）   

 次に、日程第３、第４８号議案から日程第７、第５２号議案までの平成１４年度補正予

算５件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 第４８号議案から第５２号議案までの提案理由を一括して申し上げます。 

 初めに、第４８号議案平成１４年度中間市一般会計補正予算（第２号）につきまして提

案理由を申し上げます。 

 歳出の主な内容といたしましては、総務費では、中間市役所前遠賀橋かけかえ工事に伴

います庁舎周辺整備として７８７万円。民生費では、特別会計国民健康保険事業、介護保

険事業特別会計及び老人保健特別会計に対する繰出金５,８６７万円を追加補正しており

ます。衛生費では、地球温暖化防止対策として、低公害車を購入するために総務費と合わ

せて４１７万円を、さらに、中間駅前整備の一環といたしまして、市民トイレの設置及び

駅前ロータリー改良事業と合わせて２,５００万円を。また土木費では、来年度予定をい

たしておりました中鶴市営住宅の改善を国庫補助事業として、本年度１,５２２万円の前

倒し予算を計上いたしております。 

 歳入の主なものにつきましては、市税では６,９９７万円を、地方交付税では３,０１５万

円を、国庫及び県支出金では９,９３０万円を、さらに、諸収入のうち国民年金印紙売り

さばき基金の廃止に伴う運用基金の繰り入れ４,５００万円の予算を計上いたしておりま

す。 

 以上により、歳入歳出とも３億３,８３０万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１６８億３,９９３万円とするものであります。 

 よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。 

 次に、第４９号議案平成１４年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）

の提案理由を申し上げます。 

 歳出の主な内容といたしましては、総務費では、人事異動による人件費等の減額を

５１１万円計上し、また、保険給付費では１,０１３万円、老人保健に対する拠出金とし

ては１億５７３万円、さらに、諸支出金に７４万円の増額予算を計上いたしております。 

 歳入につきましては、国庫支出金で６,２３２万円、一般会計からの繰入金３,０３２万

円、諸収入１,８８５万円の予算を計上いたしております。 

 以上により、歳入歳出とも１億１,１４９万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ
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れ４４億８,６０１万円とするものであります。 

 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 次に、第５０号議案平成１４年度中間市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の

提案理由を申し上げます。 

 今回の補正の主な内容といたしましては、人事異動に伴う給料及び職員手当等の減額と

工事支障物の移設に伴う補償費の増額を行うもので、歳出については、一般管理費及び公

共下水道建設費の職員人件費を総額で６７１万円減額し、補償費を１,５５０万円増額し

ております。 

 以上の歳出に伴う歳入につきましては、工事負担金２,８００万円増額し、歳入欠陥補

てん収入を１,９７７万円減額補正するものであります。 

 以上により、歳入歳出それぞれ８２３万円増額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

２０億９１６万円とするものであります。 

 よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。 

 次に、第５１号議案平成１４年度中間市老人保健特別会計補正予算（第１号）の提案理

由を申し上げます。 

 今回の補正の主な内容といたしまして、歳出につきましては、老人保健法改正に伴い、

高額医療費の払い戻し等の方法が大幅に変更されております。そのため、迅速かつ正確な

事務処理を実現をし、市民サービスの向上に期すために、電算システムを新法に適応させ

ることが必要となり、電算システム変更費として６００万円の予算計上をいたしておりま

す。 

 歳入につきましては、一般会計からの繰入金６００万円を計上いたしております。 

 以上により、歳入歳出とも６００万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６３億

９,３３３万円とするものであります。 

 よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。 

 次に、第５２号議案平成１４年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）の提案理由

を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、保険給付費が当初見込み額より約６.８％の伸びが見込まれ

ることから、その不足分と、総務費として主治医意見書代等の役務費を計上いたしており

ます。 

 まず、歳入につきましては、歳出の保険給付費の増額による負担割合、国庫支出金

２５％分３,７０２万円、支払い基金交付金３３％分４,７３５万円、県支出金及び一般会

計繰入金それぞれ１２.５％分１,７９３万円を計上いたしております。 

 また、歳出につきましては、保険給付費に１億４,３５１万円、総務費に５３５万円を

増額し、基金積立金では第１号被保険者の保険料負担分を基金から補てんするため

２,４４３万円を減額いたしております。 
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 以上により、歳入歳出とも１億２,４６７万円を追加して、予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ２４億１,８２３万円とするものであります。 

 よろしくご審議をお願い申し上げます。 

○議長（岩崎 三次君）   

 ただいま議題となっております補正予算５件に対する質疑は、１２月９日の本会議で行

いますので、ご了承をお願いいたします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日程第 ８．第５３号議案 

日程第 ９．第５４号議案 

日程第１０．第５５号議案 

日程第１１．第５７号議案 

日程第１２．第５８号議案 

日程第１３．第５９号議案 

日程第１４．第６０号議案 

○議長（岩崎 三次君）   

 次に、日程第８、第５３号議案から日程第１４、第６０号議案までの条例改正７件を一

括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 第５３号議案から第５５号議案まで、第５７号議案から第６０号議案までの提案理由を

一括して申し上げます。 

 初めに、第５３号議案中間市出張所設置条例及び中間市児童遊園設置条例の一部を改正

する条例について提案理由を申し上げます。 

 このたびの改正は、第１２次住居表示が本年１０月２８日から施行されたことに伴い、

本条例中に規定しております各施設の位置に関する条文の整備を行うものであります。 

 よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。 

 次に、第５４号議案中間市職員定数条例の一部を改正する条例の提案理由を申し上げま

す。 

 今回提案をいたします職員定数の改正は、市長事務部局の職員と教育委員会の事務部局

の職員をそれぞれ５名、水道事業企業職員を１０名の計２０名の削減と消防本部の職員

４名と市立病院の職員５名の計９名の増員を行い、総計で１１名の定員削減を実施するも

のであります。 

 市長事務部局等の定員削減の主な理由といたしましては、平成９年度から実施してまい

りました行政改革を進める中、組織機構の見直しや事務の効率化を図り、これまでに実人

員の削減を行いまして、本条例を今回ご提案するものであります。 
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 なお、今回増員となる消防本部及び市立病院の定数増につきましてご説明を申し上げま

す。 

 消防本部では、消防事務及び火災と救急・救助活動等の二つの業務を兼務いたしている

わけでありますが、昨今の消防行政を取り巻く環境は複雑多様化し、また市民が消防に求

めるニーズも増大の一途をたどっております。特に救急業務の著しい増大により、救急車

が２台あるいは３台同時に出動することが頻繁に発生をするため、非番の職員を招集して

補強・補充しなければならない状況が多く発生しております。 

 このような状況の中、現在の人員で対応しようとすると、職員の消防事務あるいは救急

救命士研修を初めとした研修業務等を円滑に遂行することが困難となるような問題も発生

をし、消防業務全般の運営に支障が生ずることが予想されます。 

 今後とも、市民の生命・身体・財産を守り、安全で快適な日常生活を確保するために消

防署の業務体制の強化が必要でありますことから、今回４名の増員をご提案させていただ

くものであります。 

 次に、市立病院の増員についての理由をご説明いたします。 

 市立病院は、地域医療の中核施設として、市民の健康確保のために日夜業務を遂行して

いるところでございますが、今回の増員は、より一層の医療体制の充実とその水準の向上

を図る目的で実施するものであります。 

 このたびの医療法改正により、病院の機能区分が義務づけられ、来年の８月までにすべ

ての病院は病床区分を選択しなければなりません。このことにより、本市立病院は一般病

棟を選択する予定でありますが、当該区分での看護基準は２.５対１の基準が望ましいと

言われており、現在の当病院における３対１の基準での職員数では、この基準を充足する

ことは困難であり、このことから定員の増加を図るものであります。 

 いずれにいたしましても、今回の定数の見直しは、市民サービスと行政効率の向上の両

立を図る目的で実施するものであります。 

 以上、ご審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

 次に、第５５号議案公益法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する条例

の提案理由を申し上げます。 

 今回ご提案いたします条例改正の主な内容は、さきの人事院勧告による一般職職員の給

与改定等に伴う関係条例の改正であります。 

 具体的な改正内容でありますが、まず給料表の改定についてご説明申し上げますと、行

政職給料表を初めとして、すべての給料表において平均２.０３％のマイナス改定を実施

いたします。扶養手当の変更は、配偶者にかかわる支給月額を現行の１万６,０００円か

ら２,０００円減額して１万４,０００円に、子供等のうち３人目以降の支給月額を

３,０００円から５,０００円に引き上げるものであります。期末勤勉手当の変更は、１年

を通しての支給月数を４.７カ月から４.６５カ月に減じた上、３月期の期末手当を廃止し、
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６月期と１２月期に再配分した上で、期末手当と勤勉手当の割合を改正するものでありま

すが、本年度に限り期末手当の再配分は行わず、３月の期末手当の支給月数を０.０５カ

月減じる調整をした上で、３月１５日に支給いたします。また、昨年度の人事院勧告に伴

い新設された特例一時金は廃止いたします。 

 なお、この人事院勧告とは別に、当分の間、昨今の財政事情をかんがみ、教育長を含め

た４役の給料の５％カット並びに平成１５年３月の期末手当の０.１カ月分カットに加え

て、管理職手当の最大３％カットも実施をいたします。 

 次に、給料の支給日の変更についてでありますが、これまでは時間外勤務手当を毎月

２０日、給料を２２日に支給しておりましたが、この支給日を２０日で統一するものであ

りまして、人事給与システムが稼働を始める平成１５年度を契機に実施しようとするもの

であります。なお、このシステムの稼働により、庶務事務の効率化並びにペーパーレス化

を大幅に促進することが可能となるものと考えております。 

 一方、市立病院の組織機構の拡充に伴う改正でありますが、これまで医療職給料表第

２表に位置づけられる職域、いわゆる診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学士、理学

療養士、作業療養士及び栄養士のそれぞれの職におきましては、これまで一般事務職でい

う係長相当職までの補職までしか設けておりませんでしたが、これらの技術職は専門性が

高く、それぞれ独立をいたしております。このため、指揮命令系統を明確化することによ

り、円滑でミスのない医療業務の遂行を図ることができるよう、今回新たに課長補佐相当

職の補職を設けるものであります。 

 以上、ご審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

 次に、第５７号議案中間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について提案理由

を申し上げます。 

 今回の改正は、本年１０月１日に地方税法が改正されたことに伴うものであります。 

 改正の趣旨を申し上げますと、医療保険制度改革の実施にあわせて、国民健康保険税所

得割の課税ベースとなる所得を、個人住民税における所得と整合的なものとするよう見直

すことにより、納税義務者間における税負担の公平性の確保等を図ろうとするものであり

ます。 

 内容につきましては、所得割の課税標準額の算出において、次の４点を改正するもので

あります。 

 第１は、６５歳以上の公的年金等特別控除額１７万円の廃止であります。 

 第２は、給与所得特別控除額２万円の廃止であります。 

 第３は、青色事業専従者給与・事業専従者控除の適用であります。 

 第４は、長期譲渡所得等の特別控除を適用するものであります。 

 以上の改正は、平成１５年度以降の国民健康保険税について適用するものでありまして、

今回の改正により、総額で約３,８００万円の増収を見込んであります。 
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 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 次に、第５８号議案中間市働く婦人の家設置及び管理に関する条例及び中間市中央公民

館条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

 今回の改正は、働く婦人の家敷地内に陶芸室を建設いたしたことに伴い、使用料を徴す

ることを目的に、働く婦人の家設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでありま

す。 

 また、中央公民館陶芸サークルが昭和６２年７月に財団法人日本生命財団より陶芸窯等

の寄贈を受け、以降、公民館車庫を陶芸室としてサークル活動をしてこられましたが、今

回、市が陶芸窯等の寄附を受けたことから、婦人の家の陶芸室と同様、陶芸室等の使用料

を徴することを目的に、中央公民館条例の一部を改正をあわせて行うものであります。 

 なお、それぞれの陶芸室及び窯の使用料は、他市の料金を参考にして、働く婦人の家の

電気窯については電気の使用料を、中央公民館の灯油窯については灯油の実費を基本にし

て使用料等を算定いたしております。 

 よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。 

 次に、第５９号議案中間市火災予防条例の一部を改正する条例について提案理由を申し

上げます。 

 消防法の一部を改正する法律及び消防法施行令の一部を改正する政令が、昨年７月及び

１２月に公布され、また、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の

取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令及び対象火気設備等及び対象火気

器具等の離隔距離に関する基準が、本年３月にそれぞれ公布されたことに伴い、本条例の

一部を改正するものでございます。 

 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 次に、第６０号議案中間市水道事業給水条例の一部を改正する条例について提案理由を

申し上げます。 

 今回の改正は、水道法の一部を改正する法律が、本年４月１日から施行されたことに伴

うものであります。 

 改正の内容は、小規模貯水槽水道の衛生管理について、管理不徹底に起因する水質劣化

や衛生上の問題が見られることから、貯水槽水道の適切な管理を促す実効性のある仕組み

をつくるよう水道法が改正をされ、供給規定に水道事業者及び貯水槽水道設置者双方の責

任に関する事項を定めることを求めているため、水道法上の供給規定に当たる本条例の一

部を改正するものであります。 

 このことによりまして、従来水道法に根拠規定がないため、水の供給者でありながら十

分関与できなかった貯水槽水道の管理に水道事業者として関与できることになりました。 

 よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。 

○議長（岩崎 三次君）   
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 ただいま議題となっております条例改正７件に対する質疑は、１２月９日の本会議で行

いますので、ご了承をお願いいたします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日程第１５．第５６号議案 

○議長（岩崎 三次君）   

 次に、日程第１５、第５６号議案の条例廃止を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 第５６号議案中間市国民年金印紙売りさばき基金条例を廃止する条例について提案理由

を申し上げます。 

 本条例は、昭和４０年４月１日から施行され、国民年金の印紙購入及び売りさばきに関

する事務を円滑に行うため制定されたものでありまして、これまで必要な資金の運用をし

てまいりました。 

 しかしながら、平成１１年に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法

律、いわゆる地方分権一括法が施行されたことに伴い、国民年金保険料の収納事務が本年

４月１日から国の事務に移管されたことにより、市町村が国民年金の印紙購入及び売りさ

ばきに関する事務を行う必要がなくなりましたことから廃止するものであります。 

 よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。 

○議長（岩崎 三次君）   

 ただいま議題となっております第５６号議案に対する質疑は、１２月９日の本会議で行

いますので、ご了承をお願いいたします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日程第１６．第６１号議案 

○議長（岩崎 三次君）   

 次に、日程第１６、第６１号議案の条例制定を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 第６１号議案中間市男女共同参画プラン策定委員会設置条例の制定について提案理由を

申し上げます。 

 我が国における男女共同参画社会の実現に向けて国は、平成１１年に「男女共同参画社

会基本法」を公布、施行し、平成１２年には「男女共同参画基本計画」を策定いたしてお

りますが、福岡県においては、平成１３年に「福岡県男女共同参画推進条例」を設置して

おります。 

 この国の取り組みや県の条例設置を受けまして、本市におきましても男女共同参画プラ

ン策定に向けて取り組んでおりますが、現在、プラン策定に必要な市民意識調査を実施し
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ており、その報告書を今年度末までに取りまとめることとしております。 

 この市民意識調査の結果に基づきまして、平成１５年度中に「中間市男女共同参画プラ

ン」を策定することとしていますが、このプラン策定に当たりまして、学識経験者や社会

活動団体はもとより、一般市民の参画を求めてプランを策定いたしたいと考えております

ことから、本条例を設置するものであります。 

 よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。 

○議長（岩崎 三次君）   

 ただいま議題となっております第６１号議案に対する質疑は、１２月９日の本会議で行

いますので、ご了承をお願いいたします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日程第１７．第６２号議案 

日程第１８．第６３号議案 

日程第１９．第６４号議案 

○議長（岩崎 三次君）   

 次に、日程第１７、第６２号議案から日程第１９、第６４号議案までの３件を一括議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 第６２号議案、第６３号議案、第６４号議案、福岡県自治振興組合を組織する市町村数

の増減についての提案理由と福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する市町村

数の増減及び福岡県市町村災害共済基金組合を組織する市町村数の増減についての提案理

由は、同一の理由でありますことから一括して提案させていただきます。 

 本件は、それぞれの組合の構成団体である宗像市及び宗像郡玄海町が合併することに伴

い、地方自治法第２８６条第１項の規定により、平成１５年３月３１日を限り市町を当該

組合から脱退させ、同年４月１日から宗像市を加入させることに関する協議がなされまし

たので、同法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 ご審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（岩崎 三次君）   

 ただいま議題となっております第６２号議案から第６４号議案までの３件に対する質疑

は、１２月９日の本会議で行いますので、ご了承をお願いいたします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日程第２０．会議録署名議員の指名 

○議長（岩崎 三次君）   

 これより日程第２０、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第７６条の規定により、議長において植本種實君及
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び米満一彦君を指名いたします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長（岩崎 三次君）   

 以上で本日の日程はすべて終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。 

午前10時45分散会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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